
ショートステイ　野洲篠原すみれ園

＊介護保険の自己負担割合が １ 割の方（要介護）

第１段階 300 820 1,220

第２段階 390 820 1,310

第３段階 650 1,310 2,060

第４段階 1,800 2,700 4,600

第１段階 300 820 1,220

第２段階 390 820 1,310

第３段階 650 1,310 2,060

第４段階 1,800 2,700 4,600

第１段階 300 820 1,220

第２段階 390 820 1,310

第３段階 650 1,310 2,060

第４段階 1,800 2,700 4,600

第１段階 300 820 1,220

第２段階 390 820 1,310

第３段階 650 1,310 2,060

第４段階 1,800 2,700 4,600

第１段階 300 820 1,220

第２段階 390 820 1,310

第３段階 650 1,310 2,060

第４段階 1,800 2,700 4,600

※1　加算対象となる項目　　　（注：算定要件に該当しなくなった場合は、対象とならない月が発生します）

金額

13円/日

4円/日

9円/日

19円/日 

　　　　　

□ 該当する場合にのみ加算対象となる項目

金額

188円/片道

45

45

838

100741696

 夜勤職員配置加算Ⅱ  基準を上回る夜勤職員配置をしている場合（要支援利用者は除く）

45

機能訓練指導
体制加算

 看護体制加算Ⅰ

常勤の理学療法士等を1名以上配置している場合

［ Ａ ］ … 金額は単位数×地域区分単価（野洲市=10.17円）で算出しています。

1,021976

 看護体制加算Ⅱ
 Ⅰの要件に加えプラス１名以上常勤の看護師を配置し、かつ協力病院等との連携に
 より２４時間の連絡体制を確保している場合

5,621

2,241

 送迎加算  個人宅より、送迎サービスをご利用になられた場合

～　ご 利 用 料 金 表　～

食　費
（円）①

要介護 １

要介護 ２

要介護 ４

日　額（円）
［ Ａ ＋ Ｂ ］

1,961

加算分
（円）
※1参照

利用者負担分
（円）［ Ａ ］

2,051

5,553

基本ｻｰﾋﾞｽ費

（円）
滞在費
（円）②

おやつ代
（円）③

953

45

883要介護 ３

5,341
2,029

加　算　内　容

45

加算項目 加　算　内　容

加算項目

要介護 ５

注1）介護職員処遇改善加算Ⅰ：１ヶ月の総単位数に介護職員処遇改善加算として8.3％が加算されます（計算上、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1日あたり数円の誤差が生じる場合があります）。

注2）介護職員特定処遇改善加算Ⅱ：１ヶ月の総単位数に介護職員特定処遇改善加算として2.3％が加算されます
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（計算上、1日あたり数円の誤差が生じる場合があります）。

常勤の看護師を1名以上配置している場合

＜ 令和3年3月現在 ＞

764 100

2,801

合計（円）
［ Ｂ ］

①+②+③

5,409

2,119
2,869

809

負担段階

100

100908

2,331
3,081

2,103
2,193
2,943
5,483
2,173

100

2,263
3,013

計算上、1日あたり数円の誤差が生じる場合があります。



ショートステイ　野洲篠原すみれ園

9円/回 

57円/日 

＊介護保険の自己負担割合が １ 割の方（要支援）

第１段階 300 820 1,220

第２段階 390 820 1,310

第３段階 650 1,310 2,060

第４段階 1,800 2,700 4,600

第１段階 300 820 1,220

第２段階 390 820 1,310

第３段階 650 1,310 2,060

第４段階 1,800 2,700 4,600

※1　加算対象となる項目

金額

13円/日

□ 該当する場合にのみ加算対象となる項目

金額

188円/片道

9円/回 

57円/日 

■ その他利用料金（要介護・要支援共通）

項　　目 内　　　　　　容金　　額

要支援 １

 療養食加算

負担段階
日　額（円）
［ Ａ ＋ Ｂ ］

 医師の発行する食事線に基づき適切な栄養量及び糖尿病食等特別な内容を有する
 食事を提供した場合

662 100

100

食　費
（円）①

1,756
1,846
2,596
5,136

 第１・３木曜日に訪問サービスにより実施

注1）介護職員処遇改善加算Ⅰ：１ヶ月の総単位数に介護職員処遇改善加算として8.3％が加算されます（計算上、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1日あたり数円の誤差が生じる場合があります）。

注2）介護職員特定処遇改善加算Ⅱ：１ヶ月の総単位数に介護職員特定処遇改善加算として2.3％が加算されます
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（計算上、1日あたり数円の誤差が生じる場合があります）。

5,262
2,722
1,972

機能訓練指導
体制加算

常勤の理学療法士等を1名以上配置している場合

 個人宅より、送迎サービスをご利用になられた場合 送迎加算

 １台につき１日　55円

［ Ａ ］ … 金額は単位数×地域区分単価（野洲市=10.17円）で算出しています。

計算上、1日あたり数円の誤差が生じる場合があります。

 個別機能訓練加算

 医師の発行する食事線に基づき適切な栄養量及び糖尿病食等特別な内容を有する
 食事を提供した場合

加算項目

加算項目 加　算　内　容

2,200円～/回

 電化製品持込料

 理美容代

 個別機能訓練計画が作成され、計画に基づき機能訓練を行った場合

 ご利用者の個人の電化製品を持ち込まれた場合

 個別機能訓練加算

523

 個別機能訓練計画が作成され、計画に基づき機能訓練を行った場合

13 536

滞在費
（円）②

おやつ代
（円）③

 療養食加算

加　算　内　容

合計（円）
［ Ｂ ］

①+②+③

基本ｻｰﾋﾞｽ費

（円）

加算分
（円）
※1参照

利用者負担分
（円）［ Ａ ］

1,882

要支援 ２ 649 13



ショートステイ　野洲篠原すみれ園

■ その他利用料金（要介護・要支援共通）

夕食 ６００円

朝食 ４５０円

昼食 ７５０円

 複写（コピー）が必要な場合 １枚　１０円 複写物の交付



ショートステイ　野洲篠原すみれ園

＊介護保険の自己負担割合が ２ 割の方（要介護）

第１段階 300 820 1,220

第２段階 390 820 1,310

第３段階 650 1,310 2,060

第４段階 1,800 2,700 4,600

第１段階 300 820 1,220

第２段階 390 820 1,310

第３段階 650 1,310 2,060

第４段階 1,800 2,700 4,600

第１段階 300 820 1,220

第２段階 390 820 1,310

第３段階 650 1,310 2,060

第４段階 1,800 2,700 4,600

第１段階 300 820 1,220

第２段階 390 820 1,310

第３段階 650 1,310 2,060

第４段階 1,800 2,700 4,600

第１段階 300 820 1,220

第２段階 390 820 1,310

第３段階 650 1,310 2,060

第４段階 1,800 2,700 4,600

※1　加算対象となる項目　　　（注：算定要件に該当しなくなった場合は、対象とならない月が発生します）

金額

25円/日

8円/日

17円/日

37円/日

　　　　　

□ 該当する場合にのみ加算対象となる項目

金額

375円/片道 送迎加算  個人宅より、送迎サービスをご利用になられた場合

加算項目 加　算　内　容

機能訓練指導
体制加算

常勤の理学療法士等を1名以上配置している場合

 看護体制加算Ⅰ 常勤の看護師を1名以上配置している場合

 看護体制加算Ⅱ
 Ⅰの要件に加えプラス１名以上常勤の看護師を配置し、かつ協力病院等との連携に
 より２４時間の連絡体制を確保している場合

 夜勤職員配置加算Ⅱ  基準を上回る夜勤職員配置をしている場合（要支援利用者は除く）

注1）介護職員処遇改善加算Ⅰ：１ヶ月の総単位数に介護職員処遇改善加算として8.3％が加算されます（計算上、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1日あたり数円の誤差が生じる場合があります）。

注2）介護職員特定処遇改善加算Ⅱ：１ヶ月の総単位数に介護職員特定処遇改善加算として2.3％が加算されます
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（計算上、1日あたり数円の誤差が生じる場合があります）。

［ Ａ ］ … 金額は単位数×地域区分単価（野洲市=10.17円）で算出しています。

計算上、1日あたり数円の誤差が生じる場合があります。

加算項目 加　算　内　容

要介護 ５ 1,951 87 2,038 100

3,258
3,348
4,098
6,638

要介護 ４ 1,815 87 1,902 100

3,122
3,212
3,962
6,502

要介護 ３ 1,676 87 1,763 100

2,983
3,073
3,823
6,363

2,699
2,789
3,539
6,079

要介護 ２ 1,528 87 1,615 100

2,835
2,925
3,675
6,215

～　ご 利 用 料 金 表　～
＜令和3年3月現在 ＞

負担段階
基本ｻｰﾋﾞｽ費

（円）

加算分
（円）

※1参照

利用者負担分
（円）［ Ａ ］

食　費
（円）①

滞在費
（円）②

おやつ代
（円）③

合計 （円）
［ Ｂ ］

①+②+③

日　額（円）
［ Ａ ＋ Ｂ ］

要介護 １ 1,392 87 1,479 100



ショートステイ　野洲篠原すみれ園

17円/回

114円/日

＊介護保険の自己負担割合が ２ 割の方（要支援）

第１段階 300 820 1,220

第２段階 390 820 1,310

第３段階 650 1,310 2,060

第４段階 1,800 2,700 4,600

第１段階 300 820 1,220

第２段階 390 820 1,310

第３段階 650 1,310 2,060

第４段階 1,800 2,700 4,600

※1　加算対象となる項目

金額

25円/日

□ 該当する場合にのみ加算対象となる項目

金額

375円/片道

17円/回

114円/日

■ その他利用料金（要介護・要支援共通）

 理美容代 2,200円～/回  第１・３木曜日に訪問サービスにより実施

 送迎加算  個人宅より、送迎サービスをご利用になられた場合

 療養食加算
 医師の発行する食事線に基づき適切な栄養量及び糖尿病食等特別な内容を有する
 食事を提供した場合

 個別機能訓練加算  個別機能訓練計画が作成され、計画に基づき機能訓練を行った場合

項　　目 金　　額 内　　　　　　容

 電化製品持込料  １台につき１日　55円  ご利用者の個人の電化製品を持ち込まれた場合

加算項目 加　算　内　容

3,383
5,923

［ Ａ ］ … 金額は単位数×地域区分単価（野洲市=10.33円）で算出しています。

計算上、1日あたり数円の誤差が生じる場合があります。

加算項目 加　算　内　容

要支援 ２ 1,298 25 1,323 100

2,543
2,633

機能訓練指導
体制加算

常勤の理学療法士等を1名以上配置している場合

注1）介護職員処遇改善加算Ⅰ：１ヶ月の総単位数に介護職員処遇改善加算として8.3％が加算されます（計算上、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1日あたり数円の誤差が生じる場合があります）。

注2）介護職員特定処遇改善加算Ⅱ：１ヶ月の総単位数に介護職員特定処遇改善加算として2.3％が加算されます
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（計算上、1日あたり数円の誤差が生じる場合があります）。

要支援 １ 1,046 25 1,071 100

2,291

負担段階
基本ｻｰﾋﾞｽ費

（円）

加算分
（円）

※1参照

利用者負担分
（円）［ Ａ ］

食　費
（円）①

2,381
3,131
5,671

 療養食加算
 医師の発行する食事線に基づき適切な栄養量及び糖尿病食等特別な内容を有する
 食事を提供した場合

 個別機能訓練加算  個別機能訓練計画が作成され、計画に基づき機能訓練を行った場合

滞在費
（円）②

おやつ代
（円）③

合計 （円）
［ Ｂ ］

①+②+③

日　額（円）
［ Ａ ＋ Ｂ ］



ショートステイ　野洲篠原すみれ園

■ その他利用料金（要介護・要支援共通）

 複写物の交付  １枚　１０円  複写（コピー）が必要な場合

朝食 ４５０円

昼食 ７５０円

夕食 ６００円



ショートステイ　野洲篠原すみれ園

＊介護保険の自己負担割合が ３ 割の方（要介護）

第１段階 300 820 1,220

第２段階 390 820 1,310

第３段階 650 1,310 2,060

第４段階 1,800 2,700 4,600

第１段階 300 820 1,220

第２段階 390 820 1,310

第３段階 650 1,310 2,060

第４段階 1,800 2,700 4,600

第１段階 300 820 1,220

第２段階 390 820 1,310

第３段階 650 1,310 2,060

第４段階 1,800 2,700 4,600

第１段階 300 820 1,220

第２段階 390 820 1,310

第３段階 650 1,310 2,060

第４段階 1,800 2,700 4,600

第１段階 300 820 1,220

第２段階 390 820 1,310

第３段階 650 1,310 2,060

第４段階 1,800 2,700 4,600

※1　加算対象となる項目　　　（注：算定要件に該当しなくなった場合は、対象とならない月が発生します）

金額

37円/日

12円/日

25円/日

55円/日

　　　　　

□ 該当する場合にのみ加算対象となる項目

金額

562円/片道

～　ご 利 用 料 金 表　～
＜令和3年3月現在 ＞

負担段階
基本ｻｰﾋﾞｽ費

（円）

加算分
（円）

※1参照

利用者負担分
（円）［ Ａ ］

食　費
（円）①

滞在費
（円）②

おやつ代
（円）③

合計 （円）
［ Ｂ ］

①+②+③

日　額（円）
［ Ａ ＋ Ｂ ］

要介護 １ 2,087 129 2,216 100

3,436
3,526
4,276
6,816

要介護 ２ 2,292 129 2,421 100

3,641
3,731
4,481
7,021

要介護 ３ 2,514 129 2,643 100

3,863
3,953
4,703
7,243

要介護 ４ 2,722 129 2,851 100

4,071
4,161
4,911
7,451

［ Ａ ］ … 金額は単位数×地域区分単価（野洲市=10.17円）で算出しています。

計算上、1日あたり数円の誤差が生じる場合があります。

加算項目 加　算　内　容

要介護 ５ 2,926 129 3,055 100

4,275
4,365
5,115
7,655

 送迎加算  個人宅より、送迎サービスをご利用になられた場合

加算項目 加　算　内　容

機能訓練指導
体制加算

常勤の理学療法士等を1名以上配置している場合

 看護体制加算Ⅰ 常勤の看護師を1名以上配置している場合

 看護体制加算Ⅱ
 Ⅰの要件に加えプラス１名以上常勤の看護師を配置し、かつ協力病院等との連携に
 より２４時間の連絡体制を確保している場合

 夜勤職員配置加算Ⅱ  基準を上回る夜勤職員配置をしている場合（要支援利用者は除く）

注1）介護職員処遇改善加算Ⅰ：１ヶ月の総単位数に介護職員処遇改善加算として8.3％が加算されます（計算上、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1日あたり数円の誤差が生じる場合があります）。

注2）介護職員特定処遇改善加算Ⅱ：１ヶ月の総単位数に介護職員特定処遇改善加算として2.3％が加算されます
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（計算上、1日あたり数円の誤差が生じる場合があります）。



ショートステイ　野洲篠原すみれ園

25円/回

171円/日

＊介護保険の自己負担割合が ３ 割の方（要支援）

第１段階 300 820 1,220

第２段階 390 820 1,310

第３段階 650 1,310 2,060

第４段階 1,800 2,700 4,600

第１段階 300 820 1,220

第２段階 390 820 1,310

第３段階 650 1,310 2,060

第４段階 1,800 2,700 4,600

※1　加算対象となる項目

金額

37円/日

□ 該当する場合にのみ加算対象となる項目

金額

562円/片道

25円/回

171円/日

■ その他利用料金（要介護・要支援共通）

 療養食加算
 医師の発行する食事線に基づき適切な栄養量及び糖尿病食等特別な内容を有する
 食事を提供した場合

 個別機能訓練加算  個別機能訓練計画が作成され、計画に基づき機能訓練を行った場合

滞在費
（円）②

おやつ代
（円）③

合計 （円）
［ Ｂ ］

①+②+③

日　額（円）
［ Ａ ＋ Ｂ ］

要支援 １ 1,569 37 1,606 100

2,826

負担段階
基本ｻｰﾋﾞｽ費

（円）

加算分
（円）

※1参照

利用者負担分
（円）［ Ａ ］

食　費
（円）①

2,916
3,666
6,206

加算項目 加　算　内　容

4,044
6,584

［ Ａ ］ … 金額は単位数×地域区分単価（野洲市=10.33円）で算出しています。

計算上、1日あたり数円の誤差が生じる場合があります。

加算項目 加　算　内　容

要支援 ２ 1,947 37 1,984 100

3,204
3,294

機能訓練指導
体制加算

常勤の理学療法士等を1名以上配置している場合

注1）介護職員処遇改善加算Ⅰ：１ヶ月の総単位数に介護職員処遇改善加算として8.3％が加算されます（計算上、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1日あたり数円の誤差が生じる場合があります）。

注2）介護職員特定処遇改善加算Ⅱ：１ヶ月の総単位数に介護職員特定処遇改善加算として2.3％が加算されます
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（計算上、1日あたり数円の誤差が生じる場合があります）。

 理美容代 2,200円～/回  第１・３木曜日に訪問サービスにより実施

 送迎加算  個人宅より、送迎サービスをご利用になられた場合

 療養食加算
 医師の発行する食事線に基づき適切な栄養量及び糖尿病食等特別な内容を有する
 食事を提供した場合

 個別機能訓練加算  個別機能訓練計画が作成され、計画に基づき機能訓練を行った場合

項　　目 金　　額 内　　　　　　容

 電化製品持込料  １台につき１日　55円  ご利用者の個人の電化製品を持ち込まれた場合



ショートステイ　野洲篠原すみれ園

■ その他利用料金（要介護・要支援共通）

朝食 ４５０円

昼食 ７５０円

夕食 ６００円

 複写物の交付  １枚　１０円  複写（コピー）が必要な場合
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